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令和４年7月定例教育委員会議録       

１．日  時    令和４年7月6日（水）午後2時 

２．場  所    泉佐野市役所4階 庁議室 

３．出席委員   教育長                  奥 真弥  

         教育長職務代理者             赤坂 敏明 

委 員                  山下 潤一郎 

委 員                 中村 スザンナ 

委 員                 甚野 益子 

委 員                 石崎 貴朗 

委 員                 谷口  朋 

 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長                 髙橋 和也 

施設担当理事               岩間 俊哉 

スポーツ推進担当理事                   樫葉 浩司 

日本遺産推進担当理事          中岡 勝 

教育総務課長                           田倉 元 

教育総務課学校施設担当参事        山出谷 佳則 

教育総務課教職員担当参事         山岡 史賢 

教育総務課教育振興担当参事       川崎 信行 

教育総務課給食センター建設担当参事   杉浦 勇人 

学校教育課長               藤原 義弘 

学校教育課学校指導担当参事        和田 哲弥 

学校教育課人権教育担当参事        渡辺 健吾  

生涯学習課長               大引 要一 

青少年課長                中岡 俊夫 

スポーツ推進課長             山路 功三 

（庶務係）教育総務課主幹(兼)係長           山本 建志 

 

5．本日の署名委員 委 員                                山下 潤一郎 
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 議事日程 

   （報告事項）                     

報告第２１号  教育委員会後援申請について 

報告第２２号  教育委員会後援実施報告について 

 

議案第１６号  給付型奨学金事務取扱要綱の一部改正について（学校教育課） 

議案第１７号  泉佐野市文化財保護審議会委員の委嘱について（文化財保護課） 

議案第１８号  泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画審議会委員の委嘱について 

（文化財保護課） 

議案第１９号  泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会委員の委嘱について（文化財保護課） 

    議案第２０号  泉佐野市文化財保存活用策定協議会委員の委嘱について（文化財保護課） 

 

   （午後 2 時 00 分開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から令和４年 7 月の定例教育委員会議を開催します。 

本日の傍聴はございません。 

本日は委員全員が出席しているため、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は山下委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

それでは、本日の審議に入ります前に、６月定例教育委員会議、６月臨時教育委員会議の会議録 

についてご確認をお願いいたします。委員の皆様で何かお気づきの点がございましたら、お願いい 

たします。   

 

無いようでございますので、会議録の確認は終了させていただきます。恐れ入りますが、石崎委 

員、谷口委員は後ほど署名をお願いします。 

 

それでは本日の審議に入りたいと思います。 

はじめに報告第２１号「教育委員会後援申請について」を議題といたします。報告をお願いしま 

す。 

 

田倉教育総務課長 

   教育長専決により教育委員会の後援名義使用を承認した事業について、報告資料２１に基づいて

説明。 

新規 3 件、継続 5 件、計 8 件の事業内容について一括で報告  

 

奥教育長  

   ただ今の報告について、ご意見ご質問がございましたらお願いします。 
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甚野委員 

   一番最初の新規の分で、「まちを支える地元力～地域を支えるひと・しごと～」についてですが、

中学生が主に対象とお聞きしました。中学以上の学校に進学をするという事は１つの選択ではあり

ますが、それ以外に自分に向いている仕事を探すというのも凄くいい選択肢を与えるきっかけにな

ると思いますが、例えばどんな仕事を体験できるのかお聞きします。 

 

藤原学校教育課長  

   参加企業は現在募集中です。 

 

甚野委員 

   子どもたちがそこに行って担当者の方とお話しするだけなのか、それとも現場で体験できるよう

な内容を考えているかお聞きします。 

 

藤原学校教育課長  

   青年会議所も初めての試みですので、詳細は確認できていないところもあります。 

 

甚野委員 

   一度開催してみて、足掛かりになって次に繋げていくというふうな感じですか。 

 

藤原学校教育課長  

   そうですね。 

 

奥教育長 

   チラシとかはないのですか。 

 

藤原学校教育課長 

   チラシも案しかございません。 

 

甚野委員 

   たくさん集まったらいいですね。 

 

藤原学校教育課長 

   そうですね。あまりこういう機会がありませんので。 

 

奥教育長 

   色んな職業のことをここで体験できるか分かりませんが、子どもたちがそれを見て将来考える一

助になればいいと思いますね。 
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甚野委員 

   いい企画だと思います。 

 

奥教育長 

   中学生は学校で職業体験学習がありますが、今年はやるのですか。 

 

和田学校教育課学校指導担当参事   

   コロナの感染状況でどうなるか分かりませんが、一応計画しております。 

 

奥教育長 

   授業の中で職業体験をやるのですが、それは実際に企業や工場に行って仕事を体験させてもらう

のですが、今回はどのような疑似体験になるのか分かりませんが、自分の将来を考えるいい機会に

なるような気がします。 

 

甚野委員 

   そのように思います。 

 

奥教育長 

よろしいでしょうか。 

他にございませんか。 

 

谷口委員 

   青年会議所主催で第一回という表示がないので、年代わりに新しいことをすると思うので、もし

今回やってみて内容が凄く良かったら行政主催でやっていただけたらと思います。 

 

中村委員 

   １日の内何時間するのか、どの時間帯か、人数制限をするか等懸念がいっぱいですけれど、体調

管理も凄く難しい季節で、救護的なブースがあるのか等、どうなっていますか。 

 

奥教育長 

   開催内容を確認して、申請を承認していますので、当然対策はしていると思います。 

 

中村委員 

また報告お待ちしております。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 



 

 

5 

中村委員 

   新規の「２０２２年度書き損じハガキ回収プログラム」についてですが、各学校及び周辺地域と

いうことで、これは学校単位で小学校なら児童会、中学校だったら生徒会が率先してするのか、学

校の先生方が声掛けをしてするのか、どちらですか。 

 

藤原学校教育課長 

   その辺はまだ決まっていないです。団体が学校に案内のチラシを配布して、その後のことは学校

の中での判断になります。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

無いようでございますので、以上で報告第２１号を終わります。 

   次に、報告第２２号「教育委員会後援実施報告について」を議題といたします。報告をお願いし 

ます。 

 

田倉教育総務課長 

   報告第２２号「教育委員会後援実施報告について」ご説明いたします。報告資料２２「教育委員

会後援実施報告一覧表」をご覧ください。報告件数は今回９件でこれらは以前に教育委員会で後援

承認したものであり、実施報告ということで、報告資料第２２をもって報告にかえさせていただき

ます。 

 

奥教育長 

   ただ今の報告について、委員の皆様でご意見ご質問がございましたらお願いします。 

   

   無いようでございますので、以上で報告第２２号を終わります。 

 続いて議案審議にうつります。 

   議案第１６号「給付型奨学金事務取扱要綱の一部改正について」を議題といたします。説明をお 

願いします。 

 

藤原学校教育課長   

   議案第１６号高校入学準備金（給付型奨学金）につきまして、ご説明させていただきます。資料  

１６を、お開き願います。 

   「泉佐野市奨学金基金事業」のひとつとして、本格実施をいたしております「給付型奨学金」に

つきまして、長引くコロナ禍、物価高騰に伴う子育て世代への緊急対応策として昨年度に引き続き

今年度につきましても、給付対象者の拡充をお願いするものです。 

   それでは、内容の説明をさせていただきます。当該事業は、将来の夢を見据えながら真摯に学習

等に取り組んでいる泉佐野市立中学校３年生の生徒の高校進学時に要する費用の一部を給付し、経
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済的負担を軽減することにより、次世代を担う人材の育成に寄与することも併せ持った目的とし、

事業予算は、これまでの 500 万円から 1 千万円へ、給付対象生徒１人につき１０万円、全市内で５

０人枠から１００人枠へそのうち就学援助対象世帯３０以内を６０以内に、昨年度に引き続き令和 4

年度につきましても給付枠の拡大を行うものです。 

   次ページ、「給付型奨学金事務取扱要綱」新旧対照表をご覧ください。 

   第３条では、給付金額を 500 万円から 1,000 万円へ、第６条では、第２項に就学援助世帯枠を 30

以内から 60 以内へ、昨年度に引き続き今年度も変更する旨となっております。 

今後の予定でございますが、中学校を通じた配付、市のホームページ、広報等により広く周知を

図ります。募集期間は、令和 4 年 10 月 3 日（月）から令和 4 年 10 月 31 日（月）までの１ケ月間、

郵送による申込。申請書を学校教育課にて受付後、成績確認等その他要件が満たされているか確認

し、全ての要件を満たしている者について書類選考を行います。 

   選考結果は、令和 4 年 12 月中に通知します。決定を受けた申請者からの交付申請をうけ、令和 5

年 2 月中に口座振替の方法にて給付します。給付後ですが、高校進学後に、受給者から高校在学証

明書を、高校卒業後には、卒業証明書及び修了報告書の提出をしていただきます。提出がなされな

い場合、または、特別な事情なく高校を卒業しなかった場合等には、給付金の返還をしていただく

ことになります。  

 私からの説明は、以上のとおりです。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥教育長 

ただいま学校教育課長より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願いします。 

 

赤坂委員 

   １０条の２ですが、給付型奨学金の全部を「返還させることができる」というのと、「返還しても

らう」というのと違いは何かあるのですか。できなくてもいい含みがあるように感じるのですが、

義務としては返還してもらうということですね。「させることができる」というのは何か含みがある

ように印象的には思うのですが。この書き方で確実に返還してもらえるのですね。 

 

藤原学校教育課長 

   ここは触ったことがなくて、私も深く考えたこがなかったのですが。 

 

奥教育長 

   「虚偽の申請その他不正の手段により給付型奨学金の給付を受けたとき」と「この要綱の規定に

違反したとき」は取り消すことができるけれども、すでに給付した後に判明したら返してもらうと

いう意味だと思うんですけれど。早い段階で発覚していたら当然取り消すのですが、だいたいこう

いうのはこういう表現しますよね。 
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赤坂委員 

   通常の慣例的な文章ならいいのですが、何か曖昧なところがあるなと思いますので、もう少し断

定的な文章にならないかなと思います。 

 

奥教育長 

   見た感じそう見えますよね。 

   今どうこうできませんので、一回調べていただけますか。 

 

藤原学校教育課長 

   調べておきます。 

 

赤坂委員 

   お願いしておきます。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

石崎委員 

   去年１００人だったとなっていますが、何人申請していますか。 

 

藤原学校教育課長 

   去年は１００人に対して申請が１４１人です。 

 

石崎委員 

   省かれている４１人は何か理由があるのですか。 

 

藤原学校教育課長 

   上から４０人成績上位者をとります。残りの６０人を就学援助者受給者対象でとっていきます。

そこの６０人に満たない場合は一般の成績上位者をそこに当てはめます。最終的に平均評定が並ん

だ場合は、自分の報告、中学３年間でクラブ活動でどんなことをしたとか、どうしたいという文章

を書いてもらっているので、その文書を内部で確認して選定しています。ちなみにその前の年が１

００人に対して１９９人いました。平成３０年の時は５０人の募集に対して１３２人でしたけれど

も、翌年令和元年度は５０人に対して７３人。 

児童数も平成３０年は８４０人、次の年は８２０人、８１０人、７４２人と減ってきています。

今年度は７８６人とまた児童数も増えていますので、申請がどうなるか分からないです。 

 

石崎委員 

   はい。ありがとうございます。 
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奥教育長 

   今回基準が緩和され就学援助枠が増えましたからね。 

昨年度の就学援助枠では６０人に満たなかったのですか。 

 

藤原学校教育課長 

   そうですね。４１人が就学援助対象者なんですけれども、その内６人が成績上位者に入っていま

すので、その枠で入っているのが３５人ということになります。今年度就学援助の枠が増えるので、

おそらく６０人を超えてくるのではないかと思います。 

 

中村委員 

   実際去年度の平均評定３．０以上だけれども、申請が通った子たちの平均はどれぐらいだったの

でしょうか。 

 

藤原学校教育課長 

   就学援助者の平均は３．７です。一般の平均は４．６、全体平均で４．２です。 

   だいたい毎年平均このような感じです。初年度で就学援助者が３．６、一般の平均が４．７、全

体で４．１です。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

甚野委員 

   今の話に続くのですが、申請資格としては成績が３．０以上ということですが、プラスご本人が

何文字以内の作文を書いてもらうか、こういうふうに思っているというか、小論文というのはつけ

ないのですか。 

 

奥教育長 

   それは全員つけています。 

 

藤原学校教育課長 

   申請条件として様式があります。簡単な２～３行しか書けない項目が５つ６つありまして、そこ

を埋めてもらう感じです。卒業時には４００字詰めの原稿用紙に３年間で行ったこと等を書いても

らっています。 

 

甚野委員 

   ２～３行文章を書いてもらっているのですね。 
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奥教育長 

   もう少し書いた方がいいですか。 

 

甚野委員 

   短い行数だとあまりその子の人となりが分からないと思いますが、頑張って何か資格を取りたい

んだとか、色々こんな勉強をしたいということを書こうと思ったら、もう少し文章が長くなるので

はないかと勝手に思ったのですが。 

 

石崎委員 

   やろうとしてることですか。やってきたことですか。 

 

藤原学校教育課長 

   中学３年間でどんなことをやってきたかです。 

   ただ、申請者が保護者になりますので、どうしても書かされているような文章もあります。 

 

甚野委員 

   保護者の意見ですよね。 

 

藤原学校教育課長 

   名前だけ書いて、何も書いていない子もいますし、自分で一生懸命書いている子とそうでない場

合は、文章を見たら分かります。 

 

甚野委員 

   応援するのはいいことだと思います。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

無いようでございますので、議案第１６号「給付型奨学金事務取扱要綱の一部改正について」は、 

原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１７号「泉佐野市文化財保護審議会委員の委嘱について」を議題といたします。

説明をお願いします。 
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中岡日本遺産推進担当理事 

議案第 17 号、泉佐野市文化財保護審議会委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

まずはじめに資料の一部に誤りがありました。表の下から３行目の伊達委員の職名が京都造形芸

術大学と書いておりますが、造形をとって京都芸術大学が正解です。申し訳ございません。 

本審議会は、平成２年に設定され、令和元年６月に文化財全般の保護及び指定等に関する事項を

調査審議するために条例化したものです。 

令和３年12月25日をもちまして任期が終了し、コロナ禍ということで期間が空いておりますが、

引き続き、すべての委員に再任をお願いしたいと考えております。 

これらの方々は近年の本市の文化財保護業務に関わる実績があり、現地に精通し、適切なご指導

を賜れる方々として適任であると考えております。 

任期につきましては、本審議会条例第４条の規定に基づき、令和４年７月 6 日より令和６年７月

５日までの 2 年間を予定しております。 

以上、定数１０名に対して現在８名の委員に本協議会委員として再任で委嘱をお願いしたいと考

えておりますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

ただいま日本遺産推進担当理事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願

いします。 

無いようでございますので、議案第１７号「泉佐野市文化財保護審議会委員の委嘱について」は、 

原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１８号「泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画審議会委員の委嘱について」を 

議題といたします。説明をお願いします。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

    議案第 18 号、泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画審議会委員の委嘱について、ご説明申し上

げます。 

    資料の一覧表の２行目の下村先生ですが、大学名が大阪府立大学となっていますが、現在は大

阪公立大学の誤りです。修正してお詫びいたします。 

さて、本審議会は、重要文化的景観日根荘大木の農村景観について必要な事項の調査を審議す

るためのものです。 

令和４年３月18日をもちまして任期が終了し、コロナ禍ということで期間が空いておりますが、

引き続き、すべての委員に再任をお願いしたいと考えております。 

これらの方々は近年の本市の景観業務に関わる実績があり、現地に精通し、適切なご指導を賜

れる方々として適任であると考えております。 
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任期につきましては、本審議会規則第 4 条の規定に基づき、2 年間を予定しております。 

以上、定数 8 名に対して７名の委員に本審議会委員として再任で委嘱をお願いしたいと考えて

おりますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

ただいま本遺産推進担当理事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願い

します。 

 

田中会長は初めてですか。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

地元団体の田中大木町内会長、連合会長ですけれども、充て職になっておりますので代わってお

ります。 

 

奥教育長 

高原観光振興会長はどうですか。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

   高原会長はそのままです。 

 

奥教育長 

他にありませんか。 

 

中村委員 

   資料の１７の時と１８の時に思ったことがあるのですが、委員会を開催される時は、１年１回と

いうふうに覚えているのですが、今年はされているのですか。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

コロナになりまして開催できておりません。日本遺産も他で動いていますので審議事項も増えて

きています。今まで審議があまりなかったという事と、いくつか調査をしていた関係で、調査結果

を発表するまで審議してもらうところまでの時間がかかってしまっていたので、今回一気に委員さ

んを委嘱させていただいて、会議も復活させていこうと思っております。よろしくお願いします。 

 

中村委員 

   コロナ対策で ZOOM 会議だったり、オンライン形式というのは検討されているのですか。 
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中岡日本遺産推進担当理事 

   委嘱期間につきましてはオンラインでできる先生方についてはさせていただくのですが、やはり

年齢の問題もありまして、例えば景観計画の一番上の加藤先生はかなりベテランの先生で、直接の

方がいいとおっしゃる方も多かったりしますので、こういう方は通常オンラインでするときは、自

分達がそこへ行かさせていただくか、先生に来ていただいて他の方々を ZOOM でつなぐという形で

するのですが、正直先生方に差があるといいますか、文化財については非常に難しい問題が若干あ

りまして、ZOOM でできる場合と、直接行ってという形を並行するような形をとらざるを得ないで

す。 

 

中村委員 

分かりました。 

 

奥教育長 

他にありませんか。 

 

無いようでございますので、議案第１８号「泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画審議会委員の 

委嘱について」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１９号「泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会委員の委嘱について」を議題 

といたします。説明をお願いします。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

   議案第 19 号泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

本委員会は、史跡日根荘遺跡の保存、整備及び活用に関する事項を調査審議するためのものです。 

令和４年７月３日をもちまして任期がすべて終了いたしましたが、引き続き、すべての委員に再

任をお願いしたいと考えております。 

これらの方々は近年の本市の史跡に関わる実績があり、現地に精通し、適切なご指導を賜れる方々

として適任であると考えております。 

任期につきましては、本委員会規則第 4 条の規定に基づき、2 年間を予定しております。 

以上、定数８名に対して７名の委員に本委員会委員として再任で委嘱をお願いしたいと考えてお

りますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

ただいま日本遺産推進担当理事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願

いします。 
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無いようでございますので、議案第１９号「泉佐野市史跡日根荘遺跡保存整備委員会委員の委嘱 

について」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第２０号「泉佐野市文化財保存活用策定協議会委員の委嘱について」を議題とい 

たします。説明をお願いします。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

議案第20号、泉佐野市文化財保存活用計画策定協議会委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

本協議会は、歴史的建築物の保存と計画に関する事項を調査審議するためのもので、現在は本町

にあります国登録文化財「大将軍湯」に関してご意見をいただいております。 

令和３年 12 月 16 日をもちまして任期が終了いたしましたが、コロナ禍ということで期間が空い

ておりますが、引き続き、すべての委員に再任をお願いしたいと考えております。 

これらの方々は近年の本市の文化財保護業務に関わる実績があり、現地に精通し、適切なご指導

を賜れる方々として適任であると考えております。 

任期につきましては、本協議会規則第 4 条の規定に基づき、2 年間を予定しております。 

以上、定数１０名に対して５名の委員に本協議会委員として再任で委嘱をお願いしたいと考えて

おりますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

ただいま日本遺産推進担当理事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願

いします。 

 

定数１０名で５名というのは最低限何名というのはないのですか。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

特に最低人数というのはありません。 

内容的には一応専門の方々が片寄らないように、総合的に見ていただけるような先生方を１０名

ぐらいであれば揃うかなということで、現在５名を委嘱しています。これが大将軍湯や奥家住宅等

をする場合はまた先生を加えないといけないとか、異なる学識の内容が必要な場合は追加していく

という形で考えていただけたらと思います。 

 

奥教育長 

他にありませんか。 
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無いようでございますので、議案第２０号「泉佐野市文化財保存活用策定協議会委員の委嘱につ 

いて」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

   続きましてその他で何かございますか。 

 

山路スポーツ推進課長  

   「第３０回泉佐野市民健康マラソン大会」についてですが、昨年に引き続き、今年度につきまし

ては１１月２０日、場所は昨年度と同じくりんくうアイスパークの方で主催の泉佐野市体育協会、

泉佐野市民健康マラソン実行委員会と共催ということで開催予定ですのでご報告いたします。 

 

奥教育長 

   例年通り共催になっているということでいいですね。 

 

山路スポーツ推進課長 

   はい。 

 

奥教育長 

   一般から中学生の部が切り離されたのは２、３年前でしたか。 

 

山路スポーツ推進課長 

   そうですね。 

 

奥教育長 

   中学生は人数が集まっているのですか。 

 

山路スポーツ推進課長 

   あまり集まっていないです。 

 

奥教育長 

   中学生を別にしてあげたら表彰もしてあげられるというのもあって枠を別にしてくれたんですよ

ね。 

   校園長会でも案内をしましたけれど、日程の関係ですかね。 
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山路スポーツ推進課長 

   コロナで中止になった時は中学生の陸上部の子どもたちが申し込みしていただいた年もありまし

た。 

 

奥教育長 

   わかりました。 

 

   他にございませんか。 

 

谷口委員 

   共催ということは当日行って何かとかあるのですか。 

 

奥教育長 

   何もないですよ。 

 

中村委員 

   ぜひ親子で。スポーツドリンクと記念タオルがもらえますので。 

 

奥教育長 

   市長も走ってくれていますので。 

 

他にございませんか。 

 

中岡日本遺産推進担当理事 

   前に中村委員からお話がありましたので資料を付けさせていただいております。 

「ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト」これは大阪府さんの住宅まちづくり部建築

指導室建築企画課、建築基準法とかをやっているところがやっていまして、２０１９年からこの事

業をされていまして、第１回の選定で２８ヶ所決定されて、第２回目の選定を今回しまして、約２

５９件の応募がありまして、泉佐野市もださせていただきましてその中から２６ヶ所選ばれまして、

この中で泉佐野市は２ヶ所選ばれていまして、１つ目は「スターゲート関空島と連絡橋を眺めるス

ターゲートホテル関西エアポートのレストラン」と、２つ目は「大木地区の農村景観を眺める土丸・

雨山城跡」という２つが選定されました。この説明についてその時に行かせていただいたのですが、

大阪万博の方をめがけてビュ―スポットのあるところを見る視点を探すというところで、今年度最

後の募集があるみたいですので、泉佐野市内でここの景色がいいというのがあればまた教えていた

だきましたら、再度応募しようかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 
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谷口委員 

６月に学校視察に初めて行かさせていただいて、校園長会に出させていただいてもなかなか校長

先生の人となりっていうのがわからなかったのですが、実際にお話しさせていただいた中で思った

のが、保護者が見る視点と教員の方がみる視点は違うと思うのですが、行った学校でのフィードバ

ックとか視察後に教育委員会から校長先生にアナウンスがあったりとかはありますか。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   お礼方々ご連絡させていただいて、その時の質問の内容を確認させていただいたりはしています。

ただ我々は普段から学校訪問させていただいたり、色んな問題に一緒に対応させていただいていま

すので、この機会に改めてお話をするということは特にはありません。 

 

奥教育長 

よろしいでしょうか。 

また来年もありますので。よろしくお願いいたします。 

 

他にございませんか。 

 

無いようですので、本日の委員会に付議されました議題はすべて終了いたしました。 

次回の８月の定例教育委員会会議は令和４年８月３日水曜日、午後 2 時から、市役所４階 庁議 

室で開催いたします。 

   それではこれをもって本日の会議は終了いたします。 

   

（午後２時５５分閉会） 

 

 

    


